
東京都社会福祉事業団給与システム構築委託及び利用に係る契約に伴う 
公募型プロポーザル実施要領 

 
１ 目的 

 本要領は、東京都社会福祉事業団（以下「事業団」という。）における給与システム構
築委託及び利用に係る契約に伴う公募型プロポーザルの実施について、必要な事項を定
めるものである。 

 
２ 業務概要 
⑴ 件名 

東京都社会福祉事業団給与システム構築委託及び利用に係る契約 
⑵ 業務内容 

別添「東京都社会福祉事業団給与システム構築委託及び利用に係る契約に係る仕様 
書」のとおり。なお、仕様書は、最優秀提案者の企画提案書等を反映した内容に変更 
する場合がある。 
⑶ 契約期間 

契約締結の日の翌日から令和９年１月３１日まで 
⑷ 契約方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約とする。 
⑸ 提案上限額 

３４，９１８，０００円（税込） 
※この金額は、契約締結時の予定価格を示すものではなく、業務内容規模を示すため 

のものである。また、見積書に記載する合計額は、上記提案額を超えてはならない。 
上記金額には、仕様書に記載しているシステムに係る初期構築費用並びにソフトウ 
ェア及びハードウェアの代金、本格運用開始までに必要な保守を含み、本格運用開始 
後に必要な保守等の諸費用は含まない。 

 
３ 参加資格 
  本件のプロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たしていること。 
 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれにも該

当しない者であること。 
⑵ 東京都の令和５・６年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で、格付けが営業種目

「情報処理」において A または B ランクであること。なお、これに該当しない場合で
あっても、令和４・５・６年度全省庁統一資格の「情報処理」または「ソフトウエア開
発」において A または B 等級に格付けされた競争参加資格を有する者は、本件の参加
資格を有する者とする。 

⑶ 東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱（平成１８年４月１日付１７財経



総第１５４３号財務局長決定）に基づく指名停止期間中など、指名から除外する期間中
でないこと。また、デジタル庁又は他府省庁等における物品等の契約に係る指名停止等
措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

⑷ 経営不振の状態（会社更生法第１７条第１項に基づき更生手続開始の申立てをした
とき、民事再生法第２１条第１項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は
小切手が不渡りとなったとき等）にないこと。 

⑸ 東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号）第２条第４号に規定する暴
力団関係者でない者、東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和６２年１月１４日付
６１財経庶第９２２号）第５条に基づく排除措置期間中でないものであること。 

⑹ 別紙「東京都社会福祉事業団給与システム構築委託及び利用に係る契約に係る仕様
書」における「５ 受託者の条件」を全て満たすこと。 

⑺ 東京都内に所在する本店、支店または営業所であること。 
⑻ 本法人の理事が役員をしている企業でないこと。 

 
４ 実施スケジュール 
  本件のプロポーザルに係るスケジュールは、以下のとおりとする。 

実施期間または期限 実施内容 
令和６年 10 月 7 日（月）から 16 日（水） プロポーザル応募要領の公開 
令和６年 10 月 16 日（水）正午まで 応募の意思表示 
参加表明後から令和６年 10 月 16 日（水）正午まで 質問受付期間 
令和６年 10 月 18（金）午後５時まで 質問回答 
令和６年 10 月 21 日（月）正午まで 企画提案書の提出 
令和６年 10 月 23 日（水） プレゼンテーション及びヒアリング 
令和６年 10 月 23 日（水） 選定委員会による審査 
令和６年 10 月 24 日（木） 選定結果の通知 

 
５ 提出書類の様式 

⑴ 応募意思表明書兼誓約書            様式１ 
⑵ 会社概要                    様式２ 
⑶ 業務実績                   様式３ 
⑷ 業務実施体制                 様式４ 
⑸ 質問書                    様式５ 
⑹ 企画提案書                  様式６ 
⑺ 見積書（総事業費見積書、見積内訳書）     様式７ 
⑻ 要求機能一覧対応表     様式８ 
⑼ 担当者連絡先（電話番号・メールアドレス）   任意様式 
⑽ 本格運用開始後の年間運用費が確認できる資料  任意様式 



６ 応募意思表明等 
  本件のプロポーザルに応募を希望する者は、下表参加表明書類を次の要領で提出する

こと。 
⑴  提出期限 

令和６年 10 月 16 日（水）正午まで 必着（土日祝日を除く） 
⑵  提出書類 

提出書類は、次のとおりとする。 
提出書類 様式等 提出部数等 

応募意思表明書類 応募意思表明書兼誓約書（様式１） 原本１部 
（クリップ留め） 
写し９部 
（ステープラ留め） 
電子デ－タ 

会社概要（様式２） 
業務実績（様式３） 
業務実施体制（様式４） 
担当者連絡先（任意様式） 

⑶  応募意思表明書類の記載に関する留意事項 
ア  応募意思表明書類による用語は、日本語に限ること。 
イ 各種様式の記載は、次のとおりとすること。 

(ア) （様式１）応募意思表明書兼誓約書 
応募希望者の必要事項を記載し、押印すること。 

(イ) （様式２）会社概要 
会社名、所在地等を記載すること。 
企業概要や実施業務分野が記載されたパンフレット等の資料があれば提出する 
こと。 

(ウ) （様式３）業務実績 
応募希望者が過去に受託した実績について記載すること。 
実績は元請として受注したものを対象とすること。 

(エ) （様式４）業務実施体制 
どのような体制（組織・チーム等）で本業務を実施するのかを記載すること。 

(オ) （任意様式）担当者連絡先 
担当者の電話番号及びメールアドレスを記載すること。 

⑷  提出場所 
住所：東京都新宿区大久保３丁目１０番１－２０１号 

社会福祉法人 東京都社会福祉事業団事務局   
担当：杉野、下重 

⑸  提出方法 
応募意思表明書類を提出期限までに持参又は郵便、電子メールにて必着のこと。 

⑹  応募資格の喪失 
応募意思表明書類を提出後、次のいずれかに該当する場合は、本件募集に応募するこ



とができない。 
ア 前記２の資格要件を満たさなくなったとき。 
イ 応募意思表明書類に虚偽の記載をしたとき。 
 

７ その他 
⑴ 応募意思表明書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 
⑵ 委託者は、提出された応募意思表明書類を応募資格の確認以外に使用しない。 
⑶ 提出期限後における応募意思表明書類の再提出は認めない。 
⑷ 提出された応募意思表明書類は返却しない。 
⑸ 提出された応募意思表明書類は公表しない。 

 
８ 質問及び回答 

仕様書に関する質問については、質問書（様式５）を次の要領で提出すること。 
質問に対する回答は、令和６年 10 月 18 日（金曜日）午後５時までに提出された前記５
⑼のメールアドレスあてに電子メールにて行う。ただし、質問の内容によって本企画提
案による業者選定に公平性を保てない場合は、回答しないことがある。 

また、質問に対する回答は、実施要領等の追加又は修正とみなす。 
⑴  提出受付期間 

応募意思表明後から令和６年 10 月 16 日（水曜日）正午まで 
※質問の内容を確認するため当法人から問い合わせることがある。 

⑵  提出方法 
質問書（様式５）を電子メールにより提出すること。なお、提出期限後に提出され

た質問や、指定した方法以外で提出された質問に対しては、回答しない。 
  ア 電子メールの件名 
   【質問】東京都社会福祉事業団給与システム構築委託及び利用に係るプロポーザル 
  イ 送信先の電子メールアドレス 
    kanri3@jigyodan.org 
  ウ 担当者 
    杉野、下重 
   
９ 企画提案 

企画提案については、企画提案書類を次の要領で提出すること。 
⑴  提出期限 

令和６年 10 月 21 日（月曜日）正午まで 
⑵  提出方法 

提出期限までに持参又は郵便、電子メールにて必着のこと。 
⑶  提出書類 



ア 企画提案書（様式６）※提案様式については任意。 
 イ 見積書（様式７） 

   ※ アの企画提案書については、様式６を表紙とし、原本１部（クリップ留め）、写し 
９部（左側２箇所ステープラ留め）を提出すること。 

※ イの見積書については、原本１部、写し９部、電子データを提出すること。 
ウ 要求機能一覧対応表（様式８） 

要求機能一覧に対して、対応が可能かどうかについて様式８のエクセルデータに 
直接入力した上で、前記３に記載した宛先までメールにて提出すること。 

⑷  企画提案書の作成に関する留意事項 
ア 様式はＡ４規格又はＡ３規格とすること。 
イ 文字サイズは１１ポイント以上にすること。 
ウ 図、絵、写真等の使用は可とする。 
エ 企画提案書に用いる用語は、日本語とすること。 
オ 企画提案書には、参加者を特定できる名称を表示してはならない。 

⑸ 見積書 
ア 見積金額については、仕様書に記載されたすべての業務の見積金額及び内訳金額 

（税込）を記載すること。 
イ 見積内訳書は、導入経費とランニングコストを区別して記載すること。 
ウ システムを利用する職員数は 1,700 人で見積もること。 
エ 必要があれば様式７以外に追加資料を添付すること。 
オ 令和６年度中に支払が必要な経費については、年度を分けて見積内訳書に計上す

ること。 
  

10 プレゼンテーション及びヒアリングの実施 
企画提案書提出後、参加者からの企画提案に係るプレゼンテーション及びヒアリング

を実施する。なお、プレゼンテーション及びヒアリングに出席しない場合は、採点を行
わない。  

 
（１）日   時   令和６年 10 月 23 日（水）※詳細な時間等は、応募者あて別途通知  
（２）場  所   事業団が指定する Web 会議システムによりオンライン開催を実施 
（３）時間構成   １社約３０分以内を予定 

（プレゼンテーション１５分以内、ヒアリング１５分以内）  
（４）留意事項  

ア 応募者の参加者については、責任者は必須とし、質疑応答に対応できる職員を含
め、人数の上限は 5 名とすること（パソコン操作員含む）。  

イ 企画提案書を用いてプレゼンテーションを行うこと。 
ウ プレゼンテーション当日に使用する資料については、参加者を特定できる名称を



表示してはならないこと。 
エ プレゼンテーションに実施するパソコン、ケーブル等その他必要な機器は当法人

で用意したものを使用すること。 
 

11 企画提案審査・通知 
⑴ 審査は、提出された企画提案書等に基づくプレゼンテーション及び選定委員会によ

るヒアリングを実施する。 
⑵ 企画提案書の審査については、12 の選考審査基準項目により選定委員会において審

査し、各提案内容を総合的に判断し、優秀者１者及び次順位１者を特定する。 
⑶ 審査の結果は、全ての参加者に対して書面により通知する。 
⑷ 審査結果に関する一切の事項についての質問、説明請求、意見等は受け付けないも

のとする。 
⑸ 提案者が一者のみであっても書類審査は実施するものとし、業務を適切に実施でき

ると判断した場合は当該提案者を契約候補者とする。 
 
12 選考審査基準項目 

企画提案における評価項目、評価基準、評価割合は、以下のとおりとする。 
ア 事業者・業務実績                      １０/１００ 
イ 業務実施体制                      １０/１００ 
ウ 提案内容                       ６０/１００ 

・システム開発への取組方法、対応度（１０） 
・確実な委託業務の遂行能力（１０） 
・運用・保守・サポート体制の充実（１０） 
・情報セキュリティ対策（１０） 
・制度改正等に伴うシステム改修の対応（１０） 
・現行システムからのデータ移行（１０） 

 エ 取組意欲評価                        １０/１００ 
オ 見積金額         １０/１００ 

 
13 業務内容の事前打合せ及び契約 

優秀者となった応募者（以下、「優秀事業者」という。）と業務内容について協議し、
契約を締結するものとする。 

なお、優秀事業者が契約の締結を拒否した場合は、前記１０の企画提案審査における
次順位の応募者を優秀事業者とみなすほか、契約締結を拒否した者に対して見積金額の
うち契約保証金相当額を上限として徴取することがある。契約金額については、見積金
額を上限とする。 

 



14 その他留意事項 
⑴  応募者は、複数の企画提案をすることはできない。 
⑵  企画提案書の作成等、応募に要した費用は、応募者の負担とする。 
⑶  提出された企画提案書、見積書等は返却しないものとする。 
⑷  本企画提案に対する個別のヒアリング及び説明対応は、受け付けないものとする。 
⑸  提出期限以降の書類の差替え及び再提出は、認めないものとする。 
⑹  提出書類の著作権は、応募者に帰属する。ただし、当法人が本件募集に関する報

告、公表等を行う場合は、応募者の承諾を得た上で提出書類の内容を無償で使用で
きるものとする。 

⑺ 本件募集の依頼から契約の締結までの期間中、本業務及び関連業務に関する営業行
為を禁止する。 


